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大
型
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
高
松
の
発
展

第
一

節

香
川
用
水
の
建
設

1 

呑
川
用
水
の
計
画

香
川
県
の

水
利
事
情

吉
野
川
か
ら
分
水
し
た
年
間
二
億
四、

七
O
O
万
5
の
水
を、

香
川
県
下
に
配
水
す
る
た
め
の
一

連
の
事
業
が

呑
川
用
水
で
あ
る
。

初
め
に、

香
川
県
下
の
水
利
事
情
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て、

呑
川
用
水
を
必
要
と
し
た
理
由

を
考
え
て
み
よ
う。

ま
ず、

農
業
用
水
で
は、

香
川
県
は
瀬
戸
内
式
気
候
に
属
し
て
い
て、

年
間
降
水
量
が

て
一

O
O
－
－
、
、
二
O
OH
げ
よ
程
度
と

少
な
い
。

そ
の
う
え、

阿
讃
山
地
に
水
源
を
も
っ
県
下
の
河
川
は、

い
ず
れ
も
流
路
が
短
〈、

山
間
部
で
の
降
雨
は
短
時
日
の
内
に

海
に
流
失
し、

後
は
扇
状
地
位
の
ポ
無
川
に
な
っ
て
し
ま
う。

こ
れ
に
対
し
て、

県
下
の
耕
地
面
積
は
約
四
万
八、

O
O
O
J
L
で

あ
り、

県
の
総
面
積
に
対
す
る
耕
地
の
比
率
は
約
二
六
d
r
で
全
国
平
均
の
二
倍
に
近
い
。

そ
の
耕
地
面
積
に
比
し
て
山
間
水
源
地

域
の
面
積
が
小
さ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
で、

稲
作
に
必
要
な
水
を
河
川
の
流
水
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず、

k
b
 

い
き
お
い
県
下
の
稲
作
発
展
の
た
め
の
努
力
は、

溜
池
の
築
造
に
向
け
ら
れ
て
き
た
。
『
呑
川
県
た
め
池
実
態
調
査』
（
昭
和
六
十
一

年
一

月
改
訂）

に
よ
る
県
下
の
溜
池
数
は、
一

万
六、

三
O
四、

総
池
敷
面
積
は、

約
四、

八

二
ハ
ρー
ヘ

総
貯
水
丑
約
一

億
四、

六
五
O
万
よ
で、

県
下
の
水
田
の
か
ん
が
い
水
源
の
約
五
一

J
r
を
溜
池
に
依
存
し
て
い
る
（
全
国
平
均
一
一

d
r〉。

そ
れ
で
も
用
水
は
不
足
が
ち
で
あ
る
た
め、

厳
格
な
水
利
慣
行
が
形
成
さ
れ
る
一

方、

潟
水
年
に
は
深
刻
な
干
ば
つ
被
害
が
発
生

し
て
き
た
。

こ
の
た
め
太
平
洋
戦
争
後
で
も、

満
濃
池
の
か
さ
上
げ
工
事
や
稜
川
上
流
の
長
柄
池、

香
東
川
上
流
の
内
場
池、

作
田

川
上
流
の
五
郷
ダ
ム
な
ど、

県
内
水
源
の
閲
発
に
努
め
て
き
た
が、

こ
れ

も
限
界
に
近
づ
い
て
い
た
。

上
水
道
用
水
は、

大
正
十
年
（
一

九
二
一
〉

高
松
市
の
水

道
創
設

以

来、

県
内
の
水
道
普
及
率
が
上
昇
し
〈
昭
和
四
十
年
で
六
一
・

四
d
r）、

生
活
水
準
の
向
上
に
よ
り
一

人
当
た
り
の
使
用
量
も
増
加
し
た
。

ま
た、

昭
和
四
十
年
〈
一

九
六
五
）

の
県
内
上
水
道
の
水
源
を
み
る
と、

ダ
ム

溜
池
貯
水
三
二
，J
r
（
全
国
平
均
一

二
dv
し

ゃ、

地

下
水
二

八
d
r

（
同
一

五
J
7〉

の
比
率
が
大
き
く、

河
川
の
表
流
水
は
わ
ず
か
九パ
ザ
ト

（
同
五
五A
r
し

し
か
な
か
っ
た
。

溜
池
か
ら
の
取
水
は、

既
得
の
農
業

用
水
権
に
よ
る
制
約
が
大
き
く、

地
下
水
も、

水
源
の
枯
渇
や
地
下
水
位

の
低
下
が
顕
著
に
現
れ
て
い
た
。

四
十
八
年
の
高
松
市
の
給
水
制
限
に
み

ら
れ
る
よ
う
に

上
水
道
の
水
源
に
も
大
き
な
不
安
が
あ
っ

た
の
で

あ

ま
た、

県
内
の
工
業
用
水
は、

昭
和
四
十
二
年
に
完
成
し
た
府
中
ダ
ム

（
有
効
貯
水
量
八
O
O
万
’
。

に
よ
る
県
営
坂
出
地
区
工
業
用
水
道
が
あ
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る
の
み
で
あ
っ

た
。

こ
の
た
め
坂
出
地
区
以
外
の
工
場
は 、

地
下
水
や
上
水
道
に
水
源
を
求
め
て
お
り 、

工
業
用
水
の
不
足
は
工
場

誘
致
の
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で 、

新
た
な
水
源
に
よ
る
工
業
用
水
開
発
の
必
要
が
あ
り 、

三
十
八
年
に
策
定
さ

れ
た
呑
川
県
長
期
経
済
計
画
に
お
い
て
は 、

吉
野
川
導
水
を
前
提
と
し
た
工
業
用
水
供
給
が
予
定
さ
れ
た

。

香

川

用

水

計
画
の
推
移

吉
野
川
の
水
を
引
い
て 、

香
川
県
下
の
用
水
不
足
を
根
本
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
計
画
は
古
く
か
ら
あ
っ

た
。

四
国
新
道
（
現
在
の
国
道
＝一
二
号〉

建
設
で
知
ら
れ
る
財
団
町
出
身
の
先
覚
者
大
久
保
謡
之
丞
は 、

明
治

十
八
年
（
一

八
八
五
〉

に
内
務
省
に
吉
野
川
導
水
計
画
を
提
出
し
て
い
る
。

と
れ
は
四
国
新
道
の
猪
ノ
鼻
峠
を
ト
y
ヰ
ル
に
し 、

ト

Y
ネ
ル
内
の
側
溝
を
利
用
し
て 、

吉
野
川
の
支
流
伊
予
川
か
ら
導
水
し
よ
う
と
い
う
も
り
で
あ
ザ

た
。

ま
た 、

明
治
三
十
八
年
〈
一

九
O
五
）

に
は
呑
川
県
が
当
時
の
京
都
帝
国
大
学
助
教
授
上
野
有
芳
に 、

吉
野
川
分
水
計
画
の
実
施
測
量
を
委
嘱
し
て
い
る
が 、

事
に
約
二
二
六
万
円
の
巨
費
が
必
要
と
の
こ
と
で
着
工
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。

太
平
洋
戦
争
後 、

吉
野
川
の
総
合
開
発
事
業
と
関
連
し
て 、

呑
川
用
水
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
始
め
た 。

昭
和
三
十
年
に
発
表
さ

れ
た
調
整
試
案
の
中
に 、

呑
川
分
水
の
構
恕
が
含
ま
れ
て
い
る
が 、

こ
の
こ
ろ
か
ら
農
林
省
は 、

岩
戸
ダ
ム
〈
実
現
せ
ず）

を
水
源

分
水
の
め
ど
が
た
た
な
い
の
で
進
展
を
み
な
か
っ

た
。

と
す
る
香
川
用
水
計
画
の
調
査
に
着
手
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

県
で
も
吉
野
川
導
水
研
究
会
を
つ
く
っ
て
検
討
を
進
め
た
が 、

香
川

昭
和
三
十
七
年
七
月 、

四
国
地
方
開
発
審
議
会
の
も
と
に
吉
野
川
総
合
開
発
部
会
が
発
足
し 、

三
十
九
年
早
明
浦
ダ
ム
建
設
に
対

す
る
四
国
四
県
の
同
意
が
成
立
し
た

。

そ
の
後
の
呑
川
県
の
運
動
が
実
り 、

四
十
一

年
四
月 、

香
川
用
水
計
画
が
農
林
省
の
国
営
土

地
改
良
事
業
の
大
規
模
調
査
地
域
に
指
定
さ
れ
た

。

と
の
年
六
月
に
は 、

地
元
選
出
の
国
会
議
員
・

県
・

市
町
・

操
業
団
体
な
ど

で 、

呑
川
用
水
事
業
建
設
期
成
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
十
二
年
十
月 、

農
林
省
は
呑
川
用
水
計
画
を
全
体
実
施
設
計
地
区
に
採
用
し 、

十
一

月
に
は
計
画
地
域
内
に
大
川
郡
東
部

三
町
〈
大
内
・

白
鳥
・

引
回）

が
編
入
さ
れ
た

。

翌
四
十
三
年
八

月 、

香
川
用
水
に
伴
う

土
地
改
良
事
業
と 、

用
水
の
管
理
を
担
当

す
る
香
川
用
水
土
地
改
良
区
が
発
足
し
た
。

こ
う
し
て
四
十
三
年

十
月
二
十
四
日 、

三
豊
郡
財
団
町
の
東
西
分
水
工
予
定
地
点
で 、

農
林
省
・

水
資
源
開
発
公
団
・

香
川
県
が
共
催
し
て
香
川
用
水
の

起
工
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

香

川

用

水

計
画
の
概
要

呑
川
用
水
は

吉
野
川
の
水
を
香
川
県
に

導
入
し 、

県
下
の
用
水
不
足
を
全
面
的
に
解

消
し
て
産
業
基
盤
を
強
化
す
る
と
と
も
に 、

生
活
環
境
の
整
備
を

図
る
の
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
計
画
の
概
要
は 、

次
の
通
り
で
あ

る
〈
第
お
図
参
照）

。

吉
野
川
上
流
の
早
明
浦
ダ
ム
で 、

新
た
に
年
間
八
億
六 、

三
O

O
万
Z
の
用
水
を
開
発
し 、

そ
の
内 、

二
億
四 、

七
O
O
万
5
を

香
川
県
に
配
水
す
る
。

香
川
用
水
は
池
田
ダ
ム
に
取
水
設
備
を
設

け 、

と
こ
か
ら
約
八
作
よ
の
導
水
ト
ン
ネ
ル
で
阿
讃
山
地
を
貫
い

て
三
豊
郡
財
田
町
へ
導
水
す
る
。

財
団
町
の
分
水
工
で
東
西
ニ
つ

の
幹
線
水
路
に
分
け
る
。

東
部
幹
線
水
路
は
大
川
郡
白
鳥
町
宮
奥

池
ま
で
（
延
長
七
三
台
よ
） 、

西
部
幹
線
水
路
は
三
豊
郡
豊
浜
町

680 
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トν
の
水
を 、
東
部
幹
線
に一
四・
三
Z 、
西
部
幹
線
に一
・

五
5

分
水
す
る

た
め
の
設
備
で 、
四
十
九
年＝一
月
に
完
成
し
た 。

公
団
担
当
の
幹
線
水
路
工
事
は 、
東
部
幹
線
の
内 、
分
水
工
か
ら
高
松
市

内
古
川
分
水
ま
で
の
約
三
五
作
よ
と 、
高
瀬
支
線
の
内 、
神
田
分
水
か
ら
こ

宮
分
水
ま
で
の
約
四
仔
よ 、
計
約
三
九
つ
よ
で
あ
る。
こ
の
区
間
に
は 、
金

阿設潟水，γネル工事

昆
羅
ト
Y
ヰ
ル
を
は
じ
め
五
三
か
所
の
ト
ン
ネ
ル
（
総
延
長
約
－
七
作
よ〉

と 司
J
R
土
讃
線
や
土
器
川
を
く
ぐ
る
琴
平
サ
イ
フ
ォ
y
を
は
じ
め

か
所
の
サ
イ
フ
庁
γ
〈
総
延
長
約一
一
位
よ）
が
あ
り 、
閉
水
路
が
水
路
全

体
の
約
八
o
d
r
を
占
め
て
い
る。
公
団
担
当
の
工
事
が
完
了
し
た
昭
和
四

十
九
年
五
月
三
十
日 、
東
西
分
水
工
で
通
水
式
が
挙
行
さ
れ
た 。
当
時
は
上

水
道
だ
け
の
通
水
で
あ
り 、

池
田
ダ
ム
が
未
完
成
だ
っ

た
の
で 、
取
水
工
地

点
で
ポ
γ
プ
揚
水
に
よ
っ

て
導
水
し
た 。

農
林
水
産
省
の
担
当
区
聞
は 、
東
部
幹
線
の
内 、
古
川
分
水
か
ら
宮
奥
池

七
台
よ
と 、
西
部
幹
線
の
全
区
間
〈
分
水
工
1

姥
ケ
懐
池）
の
約
二ニ
作
よ 、
合
計
五
九
代
よ
で
あ
る。
昭
和
四
十
三
年
十
月 、
中

ま
で
の
約
三
九
廿
よ 、
高
瀬
支
線
の
内 、
二
宮
分
水
か
ら
満
水
池
ま
で
の
約

線 、
五
十
三
年
三
月
に
東
部
幹
線
が
完
成
し 、

国
四
国
農
政
局
が 、
高
松
市
に
香
川
用
水
農
業
水
利
事
務
所
を
設
置。
四
十
四
年
水
路
工
事
に
着
手。
四
十
九
年
三
月
に
西
部
幹

五
十
六
年
三
月
三
十一
日
に
国
営
呑
川
用
水
事
業
が
完
了
し
た 。

国
営
の
農
業
専
用
水
路
約
五
九
位
よ
の
内 、
ト
ン
ネ
ル
が一
一
・

一一
作
よ 、
サ
イ
フ
ォ
γ
が
約一
一
・

四
つ
L 、
お
よ
び
パ
イ
プ

ラ
イ
y
が
二
五
・

四
？ル
あ
り 、
こ
の
区
間
で
も
閉
水
崎か
八
了
三メ
シト
を
占
め
て
い
る。
ま
た 、
呑
川
用
水
の
幹
線
水
路
は
自

然
流
下
方
式
に
よ
る
区
間
が
多
い
が 、
東
部
幹
線
水
路
は
東
西
に
長
く 、
東
西
分
水
工
地
点
で
海
抜
高
度
八
二
・

四
灯 、
神
田
分
水

で
七
八
・

六
μ 、
綾
川
分
水
で
六
四
口 、
古
川
分
水
で
五
九・
二
幻
と
な
り 、
津
田
川
沿
岸
の
田
辺
池
分
水
地
点
で
は
高
度＝一
七・

三
幻
に
ま
で
低
下
す
る。
こ
と
に
田
辺
ポ
Y
プ
場
を
設
け
て 、
五－
九
作
よ
の
揚
水
管
で
高
度
二
五
幻
の
大
川
町
宗
廷
の
吐
水
槽

に
送
水
し
て 、
高
度
四
二
・

三
討
の
宮
奥
池
ま
で
の
水
位
を
確
保
し
て
い

る

呑
川
用
水
の
幹
線
水
路
の
管
理
は 、
共
用
区
間
で
は

幹
線
水
路

の
管
理

琴
平
町
に
あ
る
水
資
源
開
発
公
団
呑
川
用
水
管
理
所

が 、
農
業
専
用
区
間
に
つ
い
て
は
国
か
ら
の
委
託
を
受
け
た
呑
川
用
水
土

地
改
良
区
が 、
市
内
の
香
川
用
水
記
念
館
内
に
中
央
管
理
事
務
所
を
置
い

て
行
っ
て
い
る。
流
域
変
更
を
伴
う
呑
川
用
水
の
性
質
上 、
水
源
で
あ
る

徳
島
県
と
の
分
水
協
定
を
確
実
に
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る。
ま
た 、
県
内

で
配
水
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
招
か
な
い
た
め
に
も 、
厳
正
な
配
水
コ
y

ト
ロ
ー

ル
を
行
う

必
要
も
あ
る。
そ
こ
で 、
香
川
用
水
管
理
所
や
中
央
管

理
事
務
所
で
は 、
取
水
工・
分
水
工
や
都
市
用
水
分
水
工
円
四
か
所）
に

は
テ
レ
コ
ソ
ト
ロ
ー

ル
（
遠
方
制
御〉 、
お
も
な
分
水
地
点
に
は
テ
レ
メ

（
遠
方
計
測
装
置V
を
設
置
し
て
合
理
的
機
械
管
理
を
行
っ
て
い

タ
る

四
四
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建
設
費
用

の

負
担

香
川
用
水
の
建
設
費
用
の
内、

早
明
浦
ダ
ム
・
池
田
ダ
ム
の
呑
川
県
負
担
額
は
六
六
億
八、

0
0
0
万
円、

道

水
ト
Y
ネ
ル
を
含
め
た
幹
線
水
路
建
設
費
は
二
五
五
億二一、
五
O
O
万
円
で
あ
っ
た。
ま
た、

幹
線
水
路
建
設
資

一
O
O
万
円
（
七
六
・
六
d
r〉、

都
市
用
水
部
門
分
担
事
業
費
は
五
九
億

の
内、

農
業
用
水
部
門
分
担
事
業
費
は一
九
五
億
五、
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八、

四
O
O
万
円
〈
二
三
・
四
dy
し
と
な
っ
て
い
る。
な
お、

農
業
用
水
部
門
事
業
費
の
内、

四
O
O
万
円
を
農
家
が
負
担
し
た
の
で
あ
る。

国、
六
一
億
九、
七
O
O
万
円
は
県
が
負
担
し、

残
り一
九
億
四、

二
四
億一
、

0
0
0
万
円
は

高松百年史　下巻




